
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄 

（平成十九年五月十八日法律第五十一号） 

最終改正：平成二六年六月二〇日法律第七五号 

 

 第六節 国民投票分会及び国民投票会  

（国民投票分会長）  

第八十九条  国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。  

２  国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員

会の選任した者をもって、これに充てる。  

３  国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。  

４  国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。  

（国民投票分会立会人）  

第九十条  第七十六条の規定は、国民投票分会立会人について準用する。この場合にお

いて、同条第一項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投

票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、

同条第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、

同条第四項中「又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の

選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったと

き」とあるのは「、国民投票分会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあ

るのは「国民投票分会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票分会長」と、「その開票区

における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開

票に」とあるのは「国民投票分会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」と

あるのは「国民投票分会長」と読み替えるものとする。  

（国民投票分会の開催）  

第九十一条  国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場

所で開く。  



２  都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所及び日時を告示しなけ

ればならない。  

３  国民投票分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第八十条第

三項の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会

立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。  

４  国民投票分会長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場

合において第八十条第三項の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、

他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。  

（国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存）  

第九十二条  国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を

記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。  

２  国民投票分会録は、第八十条第三項の規定による報告に関する書類と併せて、都道府

県の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくな

った日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなけ

ればならない。  

（国民投票分会の結果の報告）  

第九十三条  国民投票分会長は、第九十一条第三項及び第四項の規定による調査を終わ

ったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなけ

ればならない。  

（国民投票長）  

第九十四条  国民投票に際し、国民投票長を置く。  

２  国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者を

もって、これに充てる。  

３  国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。  

４  国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。  

（国民投票会立会人）  

第九十五条  第七十六条の規定は、国民投票会立会人について準用する。この場合にお

いて、同条第一項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投

票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票長」と、同



条第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票長」と、同条第

四項中「又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管

理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあ

るのは「、国民投票会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあるのは「国

民投票会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票長」と、「その開票区における投票人

名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開票に」とあるのは

「国民投票会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「国民投

票長」と読み替えるものとする。  

（国民投票会の開催）  

第九十六条  国民投票会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。  

２  中央選挙管理会は、あらかじめ国民投票会の場所及び日時を告示しなければならない。  

３  国民投票長は、すべての国民投票分会長から第九十三条の規定による報告を受けた日

又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しな

ければならない。  

４  国民投票長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合に

おいて第九十三条の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分

の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。  

（国民投票録の作成及び国民投票録その他関係書類の保存）  

第九十七条  国民投票長は、国民投票録を作り、国民投票会に関する次第を記載し、国民

投票会立会人とともに、これに署名しなければならない。  

２  国民投票録は、第九十三条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会

において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票

の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。  

（国民投票の結果の報告及び告示等）  

第九十八条  国民投票長は、第九十六条第三項及び第四項の規定による調査を終わった

ときは、国民投票録の写しを添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければ

ならない。  

２  中央選挙管理会は、前項又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、直ちに

憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数（憲法改正案に対



する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。）並びに憲法改正案に対

する賛成の投票の数が当該投票総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告

示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。  

３  内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちに同項に規定する事項を衆議院議

長及び参議院議長に通知しなければならない。  

（準用）  

第九十九条  第七十一条第一項本文、第七十二条本文、第七十三条及び第七十四条並び

に公職選挙法第八十二条 の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。

この場合において、第七十一条第一項本文中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるの

は、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中

央選挙管理会は」と読み替えるものとする。  

    第七節 国民投票運動  

（適用上の注意）  

第百条  この節及び次節の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問の自由及び政治

活動の自由その他の日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう

に留意しなければならない。  

（公務員の政治的行為の制限に関する特例）  

第百条の二  公務員（日本銀行の役員（日本銀行法 （平成九年法律第八十九号）第二十

六条第一項 に規定する役員をいう。）を含み、第百二条各号に掲げる者を除く。以下この

条において同じ。）は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為又は積極的な政

治運動若しくは政治活動その他の行為（以下この条において単に「政治的行為」という。）

を禁止する他の法令の規定（以下この条において「政治的行為禁止規定」という。）にかか

わらず、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動（憲

法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。）

及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。ただし、政治的行為禁止規定によ

り禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。  

（投票事務関係者の国民投票運動の禁止）  
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第百一条  投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その

関係区域内において、国民投票運動をすることができない。  

２  第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を

利用して国民投票運動をすることができない。  

（特定公務員の国民投票運動の禁止）  

第百二条  次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。  

一  中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに

選挙管理委員会の委員及び職員  

二  国民投票広報協議会事務局の職員  

三  裁判官  

四  検察官  

五  国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員  

六  警察官  

（公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止）  

第百三条  国若しくは地方公共団体の公務員若しくは行政執行法人（独立行政法人通則法 

（平成十一年法律第百三号）第二条第四項 に規定する行政執行法人をいう。第百十一条

において同じ。）若しくは特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法 （平成十五年法律

第百十八号）第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十一条にお

いて同じ。）の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号 に規定

する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響

力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。  

２  教育者（学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）に規定する学校及び就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 （平成十八年法律第七

十七号）に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。）は、学校の児童、生

徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る

影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。  

（国民投票に関する放送についての留意）  

第百四条  放送事業者（放送法 （昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二十六号 

に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園（放送大学学園法 （平
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成十四年法律第百五十六号）第三条 に規定する放送大学学園をいう。第百六条第一項

において同じ。）を除く。次条において同じ。）は、国民投票に関する放送については、放送

法第四条第一項 の規定の趣旨に留意するものとする。  

（投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限）  

第百五条  何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間に

おいては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投

票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。  

（国民投票広報協議会及び政党等による放送）  

第百六条  国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、日本放

送協会及び基幹放送事業者（放送法第二条第二十三号 に規定する基幹放送事業者をい

い、日本放送協会及び放送大学学園を除く。第四項及び第八項において同じ。）のラジオ

放送又はテレビジョン放送（同条第十六号 に規定する中波放送又は同条第十八号 に規

定するテレビジョン放送をいう。）の放送設備により、憲法改正案の広報のための放送をす

るものとする。  

２  前項の放送は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考となる

べき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等（一人以上の衆議院議員又は

参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めると

ころにより国民投票広報協議会に届け出たものをいう。以下この条及び次条において同

じ。）及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。  

３  第一項の放送において、国民投票広報協議会は、憲法改正案及びその要旨その他参

考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。  

４  第一項の放送において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、憲法

改正案に対する賛成又は反対の意見を無料で放送することができる。この場合において、

日本放送協会及び基幹放送事業者は、政党等が録音し、又は録画した意見をそのまま放

送しなければならない。  

５  政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、両議院の議長が協議して定め

る額の範囲内で、前項の意見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。  
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６  第一項の放送に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双

方に対して同一の時間数及び同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければなら

ない。  

７  第一項の放送において意見の放送をすることができる政党等は、両議院の議長が協議

して定めるところにより、当該放送の一部を、その指名する団体に行わせることができる。  

８  第一項の放送の回数及び日時は、国民投票広報協議会が日本放送協会及び当該放送

を行う基幹放送事業者と協議の上、定める。  

（国民投票広報協議会及び政党等による新聞広告）  

第百七条  国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、新聞に、

憲法改正案の広報のための広告をするものとする。  

２  前項の広告は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考となる

べき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等が行う意見

の広告からなるものとする。  

３  第一項の広告において、国民投票広報協議会は、憲法改正案及びその要旨その他参

考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。  

４  第一項の広告において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、無料

で、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見の広告をすることができる。  

５  第一項の広告に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双

方に対して同一の寸法及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならない。  

６  第一項の広告において意見の広告をすることができる政党等は、両議院の議長が協議

して定めるところにより、当該広告の一部を、その指名する団体に行わせることができる。  

（公職選挙法 による政治活動の規制との調整）  

第百八条  公職選挙法第二百一条の五 から第二百一条の九 までの規定は、これらの条

に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票

運動を行うことを妨げるものではない。  

    第八節 罰則  

（組織的多数人買収及び利害誘導罪）  
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第百九条  国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又

は五十万円以下の罰金に処する。  

一  組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又は

しないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし又はしないことの報酬として、金銭若し

くは憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに

足りる物品その他の財産上の利益（多数の者に対する意見の表明の手段として通常用い

られないものに限る。）若しくは公私の職務の供与をし、若しくはその供与の申込み若しく

は約束をし、又は憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影

響を与えるに足りる供応接待をし、若しくはその申込み若しくは約束をしたとき。  

二  組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又は

しないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし又はしないことの報酬として、その者

又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、

寄附その他特殊の直接利害関係を利用して憲法改正案に対する賛成又は反対の投票を

し又はしないことに影響を与えるに足りる誘導をしたとき。  

三  前二号に掲げる行為をさせる目的をもって国民投票運動をする者に対し金銭若しくは物

品の交付をし、若しくはその交付の申込み若しくは約束をし、又は国民投票運動をする者

がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。  

（組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収）  

第百十条  前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又

は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。  

（職権濫用による国民投票の自由妨害罪）  

第百十一条  国民投票に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは

特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管

理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広

報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民投

票長が故意にその職務の執行を怠り、又は正当な理由がなくて国民投票運動をする者に

追随し、その居宅に立ち入る等その職権を濫用して国民投票の自由を妨害したときは、四

年以下の禁錮に処する。  



２  国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役

員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務

省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投

票管理者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民投票長が、投票人に対し、その

投票しようとし、又は投票した内容の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三十万円

以下の罰金に処する。  

（投票の秘密侵害罪）  

第百十二条  中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の

職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長

若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立

会人（第五十九条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第六十一条第三項の規

定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。）又は監視者（投票所（第六十条

第一項に規定する期日前投票所を含む。以下この節において同じ。）、開票所、国民投票

分会場又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下同じ。）が投票人の投票

した内容を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表

示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。  

（投票干渉罪）  

第百十三条  投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、

又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰

金に処する。  

２  法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以

下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。  

（投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等）  

第百十四条  投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監

視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場

を騒擾し、又は投票、投票箱その他関係書類（関係の電磁的記録媒体（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電

子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。）を含む。）を抑留し、

損ない、若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は禁錮に処する。  



（多衆の国民投票妨害罪）  

第百十五条  多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。  

一  首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。  

二  他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は

禁錮に処する。  

三  付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。  

２  前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に

及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十

万円以下の罰金又は科料に処する。  

（投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪）  

第百十六条  銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、

開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の禁錮又は五十万

円以下の罰金に処する。  

（携帯凶器の没収）  

第百十七条  前条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。  

（詐偽登録、虚偽宣言罪等）  

第百十八条  詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、

六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。  

２  投票人名簿に登録をさせる目的をもって住民基本台帳法第二十二条 の規定による届

出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とす

る。  

３  在外投票人名簿に登録させる目的をもって公職選挙法第三十条の五第一項 の規定に

よる申請に関し虚偽の申請をすることによって在外投票人名簿に登録をさせた者も、第一

項と同様とする。  

４  第六十三条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処

する。  

（詐偽投票及び投票偽造、増減罪）  

第百十九条  投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の

罰金に処する。  
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２  氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、二年以下

の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。  

３  投票を偽造し、又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万

円以下の罰金に処する。  

４  中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選

挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開

票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは

地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役

若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。  

（代理投票等における記載義務違反）  

第百二十条  第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記

号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する賛成の文字又は反対の文字を

囲んで〇の記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処

する。  

２  第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が投票人の指示する賛

成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮又

は三十万円以下の罰金に処する。  

３  前項に規定するもののほか、第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべ

き者が、投票を無効とする目的をもって、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をし

たときも、前項と同様とする。  

（立会人の義務を怠る罪）  

第百二十一条  立会人が、正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十

万円以下の罰金に処する。  

（国民投票運動の規制違反）  

第百二十二条  第百一条又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月

以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。  

（不在者投票の場合の罰則の適用）  

第百二十三条  第六十一条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき

者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者



は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記

載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の

文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用

する。  

２  第六十一条第二項の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手

してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間に

おける当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項の規定

を適用する。  

３  第六十一条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理

者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、

投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定

められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の

記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。  

４  第六十一条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及

び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載を

し、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すベきファ

クシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が

指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者

は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載

すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。  

５  第六十一条第八項の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を

管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、

投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を

受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべ

き者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号

を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対

の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適

用する。  

（在外投票の場合の罰則の適用）  



第百二十四条  第三十六条第二項及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請

の経由に係る事務、第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務その他の

この法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する

在外公館の長及び職員並びに第三十六条第二項及び第三項に規定する在外投票人名簿

の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百二条、第百十一条、第百十二条及

び第百十九条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この節の規定を適用

する。  

２  第六十二条第一項第一号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公

館の長は投票管理者（第百十四条に規定する投票管理者に限る。）と、その投票を記載す

べき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛

成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十

九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきも

のと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。  

３  第六十二条第一項第二号の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備

に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまで

の間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項

の規定を適用する。  

（国外犯）  

第百二十五条  第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十三条第一項、第百十四条か

ら第百十六条まで、第百十九条から第百二十一条まで及び第百二十二条（第百一条第二

項又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者に係る部分に限る。）の罪は、刑

法 （明治四十年法律第四十五号）第三条 の例に従う。  

   第三章 国民投票の効果  

第百二十六条  国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第

二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲

法第九十六条第一項 の国民の承認があったものとする。  
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２  内閣総理大臣は、第九十八条第二項の規定により、憲法改正案に対する賛成の投票の

数が同項に規定する投票総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該

憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。  

   第四章 国民投票無効の訴訟等  

    第一節 国民投票無効の訴訟  

（国民投票無効の訴訟）  

第百二十七条  国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第九

十八条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起

することができる。  

（国民投票無効の判決）  

第百二十八条  前条の規定による訴訟の提起があった場合において、次に掲げる事項が

あり、そのために憲法改正案に係る国民投票の結果（憲法改正案に対する賛成の投票の

数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えること又は超えないことを

いう。第百三十五条において同じ。）に異動を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、その

国民投票の全部又は一部の無効を判決しなければならない。  

一  国民投票の管理執行に当たる機関が国民投票の管理執行につき遵守すべき手続に関

する規定に違反したこと。  

二  第百一条、第百二条、第百九条及び第百十一条から第百十三条までの規定について、

多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたといえる重大な違反があ

ったこと。  

三  憲法改正案に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数の確定に関する判断に誤り

があったこと。  

２  前項第一号の国民投票の管理執行に当たる機関には、国民投票広報協議会を含まな

いものとする。  

（国民投票無効の訴訟の処理）  

第百二十九条  第百二十七条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序

にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。  



２  当事者、代理人その他の第百二十七条の規定による訴訟に関与する者は、前項の趣旨

を踏まえ、充実した審理を特に迅速に行うことができるよう、裁判所に協力しなければなら

ない。  

（国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力）  

第百三十条  第百二十七条の規定による訴訟の提起があっても、憲法改正案に係る国民

投票の効力は、停止しない。  

（国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用）  

第百三十一条  第百二十七条の規定による訴訟については、行政事件訴訟法 （昭和三十

七年法律第百三十九号）第四十三条 の規定にかかわらず、同法第十三条 、第十九条か

ら第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定

は、準用せず、また、同法第十六条 から第十八条 までの規定は、第百二十七条の規定

により憲法改正案に係る国民投票の無効を求める数個の請求に関してのみ準用する。  

（国民投票無効の訴訟についての通知及び判決書謄本の送付）  

第百三十二条  第百二十七条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その

旨を、総務大臣及び中央選挙管理会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくな

ったときも、また同様とする。  

２  第百二十七条の規定による訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判

決書の謄本を、総務大臣及び中央選挙管理会並びに衆議院議長及び参議院議長に送付

しなければならない。  

（憲法改正の効果の発生の停止）  

第百三十三条  憲法改正が無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の

必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全

部又は一部の停止をするものとする。ただし、本案について理由がないとみえるときは、こ

の限りでない。  

２  前項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したときは、憲法改正

の効果の発生は、本案に係る判決が確定するまでの間、停止する。  

３  第一項の決定は、第三者に対しても効力を有する。  

４  第一項の決定の管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。  

５  第一項の決定は、疎明に基づいてする。  
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６  第一項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の

意見を聴かなければならない。  

（国民投票無効の告示等）  

第百三十四条  第百二十七条の規定による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効

とする判決が確定したとき又は前条第一項の規定による憲法改正の効果の発生を停止す

る決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、直ち

にその旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければなら

ない。  

２  内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちにこれを衆議院議長及び参議院議

長に通知しなければならない。  

    第二節 再投票及び更正決定  

第百三十五条  第百二十七条の規定による訴訟の結果、憲法改正案に係る国民投票の全

部又は一部が無効となった場合（第六項の規定により憲法改正案に係る国民投票の結果

を定める場合を除く。）においては、更に国民投票を行わなければならない。  

２  第百二十七条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴

訟が裁判所に係属している間は、前項の規定による国民投票を行うことができない。  

３  第一項の規定による国民投票は、これを行うべき事由が生じた日から起算して六十日以

後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。  

４  内閣は、国会法第六十五条第一項 の規定により国民投票の再投票の期日に係る議案

の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の再投票の期日

を中央選挙管理会に通知しなければならない。  

５  中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の再投票の期日

を官報で告示しなければならない。  

６  第百二十七条の規定による訴訟の結果、憲法改正案に係る国民投票の全部又は一部

が無効となった場合において、更に国民投票を行わないで当該憲法改正案に係る国民投

票の結果を定めることができるときは、国民投票会を開き、これを定めなければならない。

この場合においては、国民投票長は、国民投票録の写しを添えて、直ちにその憲法改正

案に係る国民投票の結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。  
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   第五章 補則  

（費用の国庫負担）  

第百三十六条  国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用

は、国庫の負担とする。  

一  投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用（投票人名簿及び在外投票人名

簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要する費用を含む。）  

二  投票所及び期日前投票所に要する費用  

三  開票所に要する費用  

四  国民投票分会及び国民投票会に要する費用  

五  投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用  

六  憲法改正案の広報に要する費用  

七  国民投票公報の印刷及び配布に要する費用  

八  国民投票の方法に関する周知に要する費用  

九  第百六条及び第百七条の規定による放送及び新聞広告に要する費用  

十  不在者投票に要する費用  

十一  在外投票に要する費用  

（国の支出金の算定の基礎等）  

第百三十七条  前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の

円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金

額を基礎として、これを算定しなければならない。  

２  前項の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支

出しなければならない。  

（行政手続法 の適用除外）  

第百三十八条  この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、

行政手続法 （平成五年法律第八十八号）第二章 、第三章及び第四章の二の規定は、適

用しない。  

（審査請求の制限）  

第百三十九条  この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不

作為については、審査請求をすることができない。  
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（特別区等に対する適用）  

第百四十条  この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。  

２  この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、地方自治法 （昭和二十

二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都市」とい

う。）の区及び総合区は市と、指定都市の区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理

委員は市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。  

（国民投票に関する期日の国外における取扱い）  

第百四十一条  この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い（第六

十一条第一項、第四項、第七項及び第八項の規定による投票に関するものを除く。）につ

いては、政令で定める。  

（国民投票に関する届出等の時間）  

第百四十二条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管

理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対

してする届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間にし

なければならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員に

つき定められている執務時間内にしなければならない。  

一  第三十条において準用する公職選挙法第二十九条第二項 の規定による投票人名簿

の修正に関する調査の請求  

二  第四十三条第二項において準用する公職選挙法第二十九条第二項 の規定による在

外投票人名簿の修正に関する調査の請求  

２  前項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項若しくは第八項の規定

による投票に関し国外においてする行為、第六十二条第一項第一号の規定による投票又

はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によって在外公館の長に対してする行為

は、政令で定める時間内にしなければならない。  

（不在者投票の時間）  

第百四十三条  前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又

は第八項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為（国外において

するものを除く。次項において同じ。）のうち政令で定めるものは、午前八時三十分から午

後八時（当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮し
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て午後五時から午後八時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合にあっては、当該

定められている時刻）までの間にすることができる。  

２  前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は第八項の規

定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為のうち政令で定めるものは、当

該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時

間内にしなければならない。  

（国民投票に関する届出等の期限）  

第百四十四条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管

理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為（内閣総理大臣、

選挙管理委員会等が総務大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。）の期限に

ついては、行政機関の休日に関する法律 （昭和六十三年法律第九十一号）第二条 本文

及び地方自治法第四条の二第四項 本文の規定は、適用しない。  

（一部無効による再投票の特例）  

第百四十五条  憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票については、この法

律に特別の規定があるものを除くほか、当該再投票の行われる区域等に応じて政令で特

別の定めをすることができる。  

（在外投票を行わせることができない場合の取扱い）  

第百四十六条  第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わ

せることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。  

（政令への委任）  

第百四十七条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続及び費用の

負担その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。  

（国民投票事務の委嘱）  

第百四十八条  都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長

の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に国民投票に関する事務

を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。  

（投票人に関する記録の保護）  
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第百四十九条  市町村の委託を受けて行う投票人名簿又は在外投票人名簿に関する事務

の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。  

（事務の区分）  

第百五十条  この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地

方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。  

   第六章 憲法改正の発議のための国会法 の一部改正  

第百五十一条  略  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六

章の規定（国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。）並びに附則第四条、

第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則

第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。  

（在外投票人名簿の登録の申請等に関する特例） 

第二条  政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後

いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用

については、第三十六条第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会（その

者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申

請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会）」とあり、及び同条第三項

中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会（当該申請をした

者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申

請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会）」とあるのは「申請の時にお

けるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と、第三十八条第一項中「領事官をい

う。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日（当

該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことが
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ない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日）」とあるのは

「及び生年月日」とする。  

２  当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律（昭和五十

七年法律第八十五号）第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこ

の法律の適用については、第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市

町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に

関する法律（昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。）第十一条第一項

の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条第三項中「申請の時に

おけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第

一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第四十三条第一項中

「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項

の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、

前項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項及び第三項中「申請の時にお

けるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一

項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。  

第三条  削除  

（この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例） 

第四条  第六章の規定による改正後の国会法第六章の二、第八十三条の四、第八十六条

の二、第百二条の六、第百二条の七及び第百二条の九第二項の規定は、同法第六十八

条の二に規定する憲法改正原案については、この法律が施行されるまでの間は、適用し

ない。  

 

   附 則 （平成一九年一二月二八日法律第一三五号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。  

一  第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第

二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第

十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日  



（検討） 

第十八条  新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度

の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象

となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。  

 

   附 則 （平成二二年一二月三日法律第六五号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める

日（以下「施行日」という。）から施行する。  

 

   附 則 （平成二四年八月二二日法律第六七号） 抄  

 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。  

 

   附 則 （平成二五年五月三一日法律第二一号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。  

（罰則に関する経過措置） 

第七条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。  

 

   附 則 （平成二六年五月三〇日法律第四二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。  

 

   附 則 （平成二六年六月一三日法律第六七号） 抄  



（施行期日） 

第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第

六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一  附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日  

（処分等の効力） 

第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく

命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律

による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」

という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあ

るものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみ

なす。  

（罰則に関する経過措置） 

第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有す

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。  

（その他の経過措置の政令等への委任） 

第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、

人事院規則）で定める。  

 

   附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施

行する。  

 

   附 則 （平成二六年六月一三日法律第七〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。  



 

   附 則 （平成二六年六月二〇日法律第七五号）  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

（経過措置） 

２  この法律の施行後四年を経過するまでの間にその期日がある国民投票（日本国憲法の

改正手続に関する法律第一条に規定する国民投票をいう。）に係る同法第三条、第二十

二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規

定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。  

（法制上の措置） 

３  国は、この法律の施行後速やかに、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙

に参加することができること等となるよう、国民投票の投票権を有する者の年齢と選挙権を

有する者の年齢との均衡等を勘案し、公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）、民法（明

治二十九年法律第八十九号）その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の

措置を講ずるものとする。  

４  国は、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保

する等の観点から、国民投票運動に関し、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び

示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の

在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。  

（憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討） 

５  国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり

得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性について、日本国憲法の

採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から更に検討を加え、必要な措置を

講ずるものとする。  

 

 

別記様式（第五十六条関係）  

 （略）  

 


